
 

審査請求に対する鵜飼議員の意見（要旨） 

11/6の審査会までの経過 
 

■９／１２ 鵜飼議員が一般質問 

本会議終了直後に、市長・副市長が谷永議運委

員長に、鵜飼議員の一般質問に対し、議会として

の対応を求める。 

■９／１３ 議会運営委員会 

谷永議運委員長から、鵜飼議員の質問の件が諮

られた。谷永委員長からは、市長からの申し出が

あったことの報告はなし。会議の結果、議運とし

ての対応はなしとされた。 

■１０／３ 本会議最終日 

本会議最終日の昼休みに、谷永議運委員長が副

市長に「政治倫理審査会はない。議会としては対

応しない」と伝えた。市長は閉会挨拶で「（鵜飼議

員の）質問が終わり次第、（議会に）即刻申し入れ

を行いましたが、議会として何の対応も頂けなか

ったことに大変残念に思っている」と発言。 

■１０／４ 谷永議運委員長が市長と面談 

政治倫理基準等違反で森田・白坂・戎脇の３名

の議員が、鵜飼勲議員の発言に対し、審査請求書

を議長に提出。 

■１０／８ 議会運営委員会 

議長から審査請求書が提出されたことが報告さ

れた。小西議員が、市長閉会挨拶に対する議会の

対応を議長、議運委員長に求める。 

■１０／１５ 党議員団として、市長の閉会挨拶、

鵜飼議員の審査請求に関して、議長・議運委員長

に申し入れ。 

■１０／２５ 甲賀市議会政治倫理審査会設置 

■１０／３１ 第一回審査会 

■１１／ ６  第二回審査会 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会での議員発言の保障に関わる市議会政治倫理基準等違反の審査請求 

実
質
的
な
審
査
と
な
っ
た
６
日
は
午
前
に
審

査
請
求
代
表
人
の
森
田
議
員
が
請
求
説
明
を
行

い
ま
し
た
。 

こ
の
中
で
議
会
基
本
条
例
、
政
治
倫
理
条
例

の
前
提
と
な
る
議
員
相
互
の
自
己
・
相
互
の
批

判
に
よ
る
研
鑽
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
な
ぜ

直
接
指
摘
し
な
か
っ
た
の
か
の
質
問
に
、「
鵜
飼

議
員
は
経
験
豊
富
で
議
長
経
験
者
で
も
あ
り
、

直
接
指
摘
せ
ず
、
審
査
請
求
に
求
め
た
。
未
経

験
の
議
員
な
ら
許
せ
た
」
。 

「
９
月
１２
日
の
一
般
質
問
が
契
機
で
、
市
長

の
閉
会
挨
拶
と
は
関
係
な
い
。
市
長
の
閉
会
挨

 

鵜飼勲議員に対する 
森田久生（志誠会）、白坂萬里子（公明党）、

戎脇浩（志誠会）の３議員からの審査請求 
 

（１）令和元年６月１４日、令和元年第１回甲賀

市議会定例会の議案質疑において、議長の整理権

発動があったにもかかわらず、一般質問のように

副市長にあたかも選挙開票事務不正の疑義があ

るかのような発言を続けた。 

（２）令和元年９月１２日、令和元年第 2回甲賀

市議会定例会の一般質問において、地方税法に抵

触するので回答できない旨の執行部答弁に対し、

執拗（５回）に同じ趣旨の質問を繰り返した。 

（３）平成３１年４月２５日、開票事務不正特別

委員会において、委員長に侮辱的な発言をした。 

日
本
共
産
党
議
員
団
が
議

長
・
議
運
委
員
長
に
申
し
入

れ 

拶
は
意
外
に
感
じ
た
。
あ
と
の
２
件
は
そ
の

時
点
で
は
問
題
と
し
な
か
っ
た
が
、
今
回
付

け
加
え
た
」
。 

（
３
）
の
侮
辱
的
な
発
言
は
本
人
が
侮
辱

的
と
思
わ
な
か
っ
た
た
ら
審
査
請
求
に
し

な
か
っ
た
の
か
と
の
質
問
に
「
そ
の
と
お

り
」
と
答
弁
。 

ま
た
、「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
案
で
な
く
、

３
つ
全
体
で
判
断
し
て
ほ
し
い
」
と
の
べ
、

今
回
の
質
疑
で
は
、
請
求
の
３
件
個
々
の
発

言
で
は
な
く
鵜
飼
議
員
に
的
を
絞
っ
た
こ

と
を
裏
付
け
る
説
明
で
し
た
。 

２０１９年 １１月 １０日   第２８４号 
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審
査
請
求
（
１
）
に
つ
い
て 

※
左
上
審
査
請
求
参
照 

「
な
お
も
疑
義
が
あ
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
一
般
質
問
の

場
で
は
な
く
議
案
質
疑
で
行
い
、
議
長
の
整
理
権
の
発
動
と
議

員
の
動
議
も
出
さ
れ
た
」
と
い
う
指
摘
も
、
全
て
議
長
の
議
事

整
理
権
の
発
動
の
中
で
、
関
係
す
る
議
員
全
て
が
、
議
長
の
適

切
な
指
示
に
従
い
、
平
静
に
質
疑
を
継
続
し
終
了
し
た
も
の
で

指
摘
は
全
く
当
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。 

審
査
請
求
（
２
）
に
つ
い
て 

私
の
質
問
の
真
意
で
あ
る
、
①
反
対
債
権
の
存
在
を
確
認
、

②
当
該
土
地
売
買
の
機
会
に
反
対
債
権
全
額
を
回
収
す
る
充

分
な
目
処
の
確
認
と
い
う
質
疑
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
の

後
、
同
趣
旨
の
質
問
を
重
ね
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。 

当
該
質
疑
に
つ
い
て
の
議
長
の
議
事
調
整
権
の
発
動
は
全

く
な
く
、
そ
の
都
度
、
議
長
の
通
常
の
発
言
許
可
を
得
て
平
穏

に
質
問
を
重
ね
終
了
し
た
。 

審
査
請
求
（
３
）
に
つ
い
て 

4
月
25
日
の
特
別
委
員
会
で
、
こ
れ
ま
で
の
委
員
長
の
努

力
に
つ
い
て
通
常
の
質
問
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

総
論
と
し
て 

そ
も
そ
も
質
疑
お
よ
び
質
問
等
は
、
市
議

会
議
員
の
責
務
を
果
た
す
た
め
必
要
不
可
欠
な
議
員
活
動
で

あ
る
、
こ
の
度
の
私
に
対
す
る
審
査
請
求
そ
の
も
の
が
、
甲
賀

市
の
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す
類
の
政
治
活
動

で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。 

     

 

甲
賀
市
政
治
倫
理
条
例
基
準
違
反
の
審
査
請
求
に
基
づ
き
１０
月
25
日
に
甲
賀
市
議
会
で
初
の

政
治
倫
理
審
査
会
が
設
置
さ
れ
、
10
月
31
日
の
第
一
回
審
査
会
で
、
委
員
会
の
構
成
と
今
後
の

開
催
日
程
と
審
査
内
容
を
決
定
。
ま
た
１１
月
６
日
に
第
二
回
審
査
会
が
開
催
さ
れ
、
請
求
人
代
表

の
森
田
議
員
か
ら
請
求
説
明
、
対
象
議
員
の
鵜
飼
議
員
が
請
求
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。

委
員
会
は
各
会
派
と
無
会
派
で
構
成
さ
れ
、
委
員
は
土
山
（
委
員
長
・
凛
風
会
）
、
小
西
（
副
委

員
長
・
共
産
党
）
、
小
河
（
志
誠
会
）、
田
中
將
（
公
明
党
）
、
竹
若
（
無
会
派
）
の
５
人
で
す
。 

 

審
査
結
果
は
２
か
月
以
内
に
結
論
が
出
さ
れ
ま
す
。
次
回
は
１１
月
18
日
９
時
半
か
ら
開
催
さ

れ
、
現
議
長
・
議
運
委
員
長
、
議
会
事
務
局
長
に
意
見
を
求
め
る
予
定
で
す
。 

第
二
回
審
査
会
で
森
田
議
員
が
請
求
説
明 


